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【議 題】

(1)診療介護報酬同時改定について総合討論

(2)社会保障と税の一体改革との関連について総合討論

(3)論点整理

【出席者】

木下 賢志 保険局総務課長

福本 浩樹 老健局総務課長

以上

※ 次回は、11月 29日 (火)9:00～ 参議院議員会館  101会 議

室にて開催いたします。また、本 日は、この後 10:00～ 団体ヒアリ

ングを開催いたします。
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医療・介護WT

厚生労働部門会議の下に設置された「本WT」 は、社会保障の抜本改革の実

現に向けて、政府・与党でとりまとめた「社会保障 。税一体改革成案」の具体

化について議論を重ねてきた。

議論に当たつては、成案に盛り込まれた事項が、我が国が目指すべき「ある

べき社会保障」と整合的であるかどうかを常に念豆則こ置き、単なる財政上の辻

複合わせに終始することのないよう蕎 哉してきた。

同時に、2015年 に向けて機能強化、重点化・効率化を進める分野、その

先の 2025年 の高齢社会のピークを乗り越えていくための方向性を示すこと

にも留意してきた。

以下、これまでの本WTにおける議論を整理したが、本W丁では意見集約が

困難で、今後の厚生労働部門会議、社会保障と税の一体改革調査会での議論に

ゆだねざるをえない事項も残った。

民主党が目指した「全世代を通じた安心
―

」「国民一人ひとりの安心感を

高める」「包括的支援」「納得の得られる社会保障制度」「自治体、企業の役割分

担」といつた方向陛に沿つて、国民がより納得できる判断がなされることを求

める。

I 総論 ～あるべき社会保障の実現に向けて

○ 民主党における、社会保障各分野の党内議論を通じて浮かび上がってきた

ことは、国民が社会保障という支え合いの仕組みに積極的に参カロするために

は、サービスの欠乏、就職難・ワーキングプア、格差拡大、社会的疎外、虐

待などの国民が直面する現実の課題に立ち向力ヽ 、ヽ情報開示や必要な効率化

などの質の向上を図りつつ、より公平 。公正で、より納得できる社会保障制

度に改革が必要だということである。

○ 世代間 。世代内不均衡や格差是正の視点も踏まえながら、総合合算制度の

検討も釧 帖 対策の実施など、全体としてのセーフティーネット機能

の]剣ヒと、医療費の適正かつ効果的な配分を進めることが必要。また核家族



化や高齢者世帯の増加に対応する在宅医療・介護の充実も求められる。

○ 病気になつた場合にはしつかりと「治す医療」と、その人らしく尊厳をも

って生きられるよう「支える医療・介護」の双方が重要である。_また、この

ような「あるべき医療・介護サービス」を支えるためには、医療・介護保険

制度を世代間・世代内の公平に配慮した盤石なものとしていくことが必要で

ある。

○ 医療・介護分里刊ま、現在、需要に供給が追いついておらず、こうした巨大

な潜在需要に応えていくことで雇用を生み、またデバイス・ラグやドラッグ・

ラグの角第肖を含むライフイノベーションを通じて健康分野を成長産業と位置

づけることで、デフレを脱去口し、経済成長に結びつけることができるもので

ある。いわば、医療・介護分師における税・社会保障一体改革は、我が国経

済の「成長のエンジン」とも言うべきものであることを忘れてざまらない。

■. 影劉斎諄崎

〇 我が国の医療は、人材が不足・偏在し、提供体制の機能分化が不十分であ

り、医療機関同士の連携も不足しているといつた大きな課題を抱えており、

機能強化が喫緊の課題である。

○ 「社会保障・税一体改革成案」の確実な実現に向けた最初の改定であり、

「2025年の医療・介護の姿」を描きながら、病院・病床の機能分化・機能

強化と連携、在宅医療の充実等の課題に対応する。

0 6年 に1度の診療報酬と介護報酬の同時改定では、医療保険と介護保険と

の整合陸 高め、役割/EIBと連携をこれまで以上に進める。例えば、医療療

養病床と介護療養病床の再構築、介護保険施設における医療のあり方の再検

討による効率的医療の提供等による予防・医療・ケアの効率化推進、などの

課題がある。

○ 民主党マニフェストに基づき、救急、産科、小児科、外科等の診療分野の

―J―ビス提供体制と保険制度の向回の機能聞



再建に引き続き取り組み、国民に質が高く安全な医療を提供する。救急にお

いては、 トリアージの拡大や後方病院との連携]蝋ヒなど救急医療体制をより

促進する施策に取り組む。

○ 質の高い医療の効率的な提供に向けて、負担の大きな医療従事者の負担軽

減に引き続き取り組み、実際の負担軽減につながる仕組みの検討も必要であ

る。同時に、病院・病床の機能分化・機能]釘ヒと後方機能等を重視した医療

機関間の連携を進め、特に、長期療養に関する病院 。病床機能については、

効率的なあり方に向けた見直しを行つていく。

○ 今後、高齢者人口の増カロや、高齢者世帯の増カロが見込まれるなかで、地域

生活を支える在宅医療を提供する医療機関について、さらにその役割を明確

にし、機能強化を図つていく。特に、24時間連絡応需、緊急時の病床確保

等の体制を地域の医療機関で連携して確保するような取組を進める。

○ また、在宅における歯科医療や薬剤管理が促進されること等、患者一人一

人の生活の質に配慮することが重要である。

○ 訪問看護や訪問リノヽビリテーシ∃ンなどの、医療と介護の整合い 求めら

れる鋼 刊こついては、医療的ケアや在宅リノヽビリテーションの必理性に応じ

て、患者にとつて最も効果的なサービスの提供となるよう、見直しを行う。

○ あらゆる場面において本人や家族の意見が尊重されることが大原則であ

る。人生の最後の場面で個人の状態に応じた看取りの場所や医療が確保され

ていることが国民の安心を実現する上で欠かせないものであり、これを充実

させていく取組を行う必要がある。

○ 医療保険制度を持続可能なものとするためには、医療費の適正化lこつなが

るものについては、積極的に推進していく必要があり、後発医薬品の使用促

進等については、従来の取組を下層強化するとともに、その実現のために効

果的な取組を新たに講じる。また、療養費については、会計検査院等からの

オ旨商も踏まえ、今後適正化を進めることも必要である。

○ 医薬品や医療機器の評価については、イノベーション推進の観点から、そ

の評価のあり方についても検討を進める。



○ 改定率については、国と保険者の厳しい財政状況を勘案し重点化・効率化

をさらに進める必要があるが、他方で 2010年改定による急Ш 入院医療の

改善も途上にあること、急圏 医療の後方機能の厳しい現状などに対応する

必要があること、地方における地域医療の疲弊に対応すること等を考慮し

て、民主党マニフェスト2010において 陽笏講酬 の引き上げに、引き続き

取り組みます」と記載されていることを踏まえた対応を政府に求める。

2. I曼層醐讀隕乖団則

○ 医療提出体制の機能強化に向けて、高度急性期への医療資源の集中投入な

どの入院医療強化や、亜急性期・回復期リノヽビリ、1曼性期等の機能分化 。強

化と集約化により、入院から早期に地域に復帰できる体制を構築する。

○ 特に、急脚 医療については、病院医療従事者の負担の軽減や専門医等の

集約による医療の質の向上等を図り、早期の社会生活復帰を可能とするため、

医療資源の集中投入により機能強化を図る。また、こうした方向陸を国民に

分かりやすく示すことも重要である。

○ また、住み慣れた環境でできるだけ過ごせるよう、在宅医療・介護を推進

することが極めて重要であり、サービスの確保や医療と介護の連携強化を図

るとともに、多職権での連携、協働機能や在宅囲 是供体制のサポート等を

行う在宅医療拠点の確立を図る。例えば、公的サービスと新しい公共などN
POやボランティアなどとの融合による新たな支えあいの構築なども推進す

る。

o 医療人材の確保については、医師の地域間、診療科間の偏在の解消と併せ

て喫緊の課題であり、負担の大きい医療従事者の労働環境の改善、医学部に

おける地域枠の設定等の取組にカロえて、都道府県が担う囲 是供体制の整備

の役割を]剣ヒし、地域の実情に応じた医師確保の支援体制を構築する。

○ また、医療現場のスタッフの業務が曽大する中で、医療・生活の質の向上

を求めつつスタッフの負担軽減を図るためには、チーム医療の推進が重要で

あり、チーム助 」ヽ委員会での議論も踏まえつつ、日本の
~4情

に即した医師・

歯科医師・薬剤師・看護師等の協働・連携を図る。



○ 質の高い医療を提供するためには、革新的な医薬品、医療技術の研究開発

をイテう医療イノベーションを推進することが重要である。このため、質の高

い臨床研究や医師主導治験といつた高度の医療の研究開発を行うためのイン

フラとして、臨床研究中核病院の整備等を進める。

3.― 嘘

(■ )      直し

○ 局額療養費制度は、患者世帯の収入に応じ、自己負担に一定の上限を定め

るもので、上限を越える金額を各裸阪罐が 給付する制度であり、この結果、

医療費の負担は給付が約 83%、 自己負担が約 17%となつている。従つて、

その原資は保険料、公費、自己負担である。

○ 現在の高額療養費制度は、市町村民税非言新兄世帯ではない力河藷功Ч氏い方

の負担が重いことや、月単位では自己負担の上限は超えなし功 、ヾ長期にわた

って負担が重い方の負担が軽減されない場合があるなどの問題を解決する必

要がある。

○ しかし、そのための財源を受診時定額負担 (100円)で賄うことは、患者

間で負担を支え合うことになる、受診抑制につながる、必要な財源は保険料

と/ARで対応すべき、という意見があり、導入に否定的な意見が圧倒的に多

か っ た 。

○ その一方で、財源を保険料に求めることについては、各保険制度で保険料

が上昇する見込みの中で、さらに各世代に保険料負担を強いることになり、

保険者の理解が得られないことから、受診時定額負担も選択肢として1灘非除

すべきでないという意見もあつた。

○ なお、財源を/AF求めることについては、財源確保の問題とあわせ、早期

の解決は困難である。

○ また、高額療養費改善の対象を、所得や期間の点で、より負担が重い方に

重点化し、必要な財源を組 Jヽした形で検討できないかとの意見もあつた。



○ いずれにせよ、長期に負担が重い患者の負担の軽減|」t喫緊の課題であり、

高額療養費の見直しとその財源の確保策については一体改革成案の具体化に

向けた検討と併せて結論を得るべく検討を進めるべきである。将来的には、

一元的な運用のさきがけとして、高額な医療費の負担を保険者・保険制度を

超えて共同で支え合う仕組みを検討していくべきである。

(2)市証馨桓拒]偏

“

馴敗肛贅憂団圏彊Mヒ

○ 市町村国保は国民皆保険制度の最後の砦であり、市町村国保の安定無くし

て皆保険の維持は無い。

○ 現在の市町村国保は、失業者悩置断罰劫日入し、低所得者が偏在するため、

財政基盤が脆弱になるという構造的な問題があり、多額の¬般会計繰入等で

何と力刈又支を保つている状況であり、財政基盤の強化が喫緊の課題である。

○ 社会保障・税一体改革成案には、市町村国保の財政基盤の]剣ヒとして 2200

億円の/AIを拡充することが盛り込まれているが、まずはこうした財源をな

んとしても確保し、財政支援を強化することが必要である。

○ 併せて、市町村間の医療費、所得、保険料の格差が大きいことも不公平感

を強めており、財政単位の広域化を更に進めていく必要がある。

(3)協会けん1訛劇囲興謝囲劇ヒ

○ 中小企業が多く加入する協会けんぽは、被用者保険の最後のセーフティネ

ットであり、国民皆保険の維持・安定のためにも、保険財政の基盤強化が必

要である。

○ 近年、協会けんぽの報酬が急激に減少し、保険料引上げ力続 き、来年度の

保険料率は 10%を超える見込みであり、健保組合との保険料率の差|』麒 し

ている。

○ 保険料上昇の要因は、高齢者医療賣の増カロに伴う支援金負担であり、高齢

者医療費への公費を拡充すべきであるとの意見がある一方で、被用者保険の

保険料負担の平準化の観点から、暫定措置となつている支l震金の 1ん 詔鮮晨酬



害」と協会けんぽの国庫補助率 164%を維持・拡大すべきであるとの意見があ

った。

(4)高齢者医療制度の見直し

○ 高齢者医療制度の見直しについては、民主党マニフェストに沿つて、年齢

で区分し、別の独立した現行制度を廃止し、75歳以上の方も、現役世代と

同じ国民健康保険か被用者保険にカロ入する制度とすることが適当であり、後

期高齢者医療制度廃止に向けた取組を進める。

○ このため、国民健康保険の財政基盤]劃ヒ等により、者F道府県をはじめとす

る関係者の理解を得る努力をした上で、制度改革を速や力ヽ こ実現すべきであ

る。

o そして、将来的には、医療保険制度の一元的運用を通じて、国民皆保険を

堅持する。

(5)70虔説以日L751識粛謝珈Cがゴ(の現議普奏議旦

0 70歳以上75歳未満の方の患者負担は、2割負担と法定されている中で、

毎年度、約 2千億円の予算措置により1割艶 旦に凍結されており、75歳以     |
上の方や 70歳未満の方と比べ、年間の 1人当たり患詢 國釧氏しЧガ兄にあ

る。

○ また、後期高齢者医療については、費用の4割を現役世代からの支援金に

より賄っているが、今後の高齢者医療費の伸びや支援金の総報酬割の拡大に

より、現役世代はさらに負担のしわ寄せを受けることとなる。

○ そうした中、民主党政策インデックス 2009(1割負担維持)、 一体改革

成案 (自 己負担割合の見直しなど)などこれまでの党内議論も踏まえた対応

が求められる。

○ これについては、当面、個々人の負担が増加しないよう配慮する。また、

保険財政も考慮し、混乱が生じないよう十分な周知を行い理解を求めた上で、

世代間の公平な負担を図る観点から、自己負担割合の見直しも検討する。



(6)予欄庁I昌原CJ自饉

○ 「成案」には、生活習慣病予防や保険者機能の強化等で、外来受診の適正

化が盛り込まれている。医療や介護1甜蹄 狽Jとサービスを受ける側との協

働作業であるとの認識に立ち、健診 。検診の受診等保健事業への積極的な参

加を促す仕組みを構築する。

○ 予防接種については、抜本的な改革を検討中であるが、対象疾患を拡大す

る必要り ある。

(7)滴IfL・ 効率化の推進
○ 少子高齢化の進行、経済状況の変化、厳しい保険財政・国家財政という状

況の 卜cは、サービス・給付の充実のみならず、効率化できるものは効率化

し、負担の最適化を図り、国民の信頼に応え得る高機能で中長期的に持続可

能な制度を実現することも必要である。

○ 具体的には、P3の後発医薬品の使用促進や療養費の適正化のほか、予防

医療、チーム医療、本人・家族の意思を尊重した適切な医療の1是供を進める。

○ 治療系医療用具・機器の内外価格差是正も重要。ライフイノベーション推

進や薬事法改正の議論の中で対応を進める。

○ また、生涯にわたる健康情報 。診療盾報の共有化をはじめ、 ICTによる
pt7プ H詳展θ野り活用を進める。

○ さらに、生活保護制度を悪用した医療扶助の不正受給の防止を徹底する。

4.n混割剥険

(■ )地域包括ケア、介護報酬、介護予防

○ 介護保険については、住み目れた地河で安心して暮らすことができるよう、

地域全体で介護、医療、予防等が一括的に提供される「地域包括ケア」の確

立を図る。



○ 介護報酬においては、在宅サービスの充実、在宅療養環境の整備、医療と

介護の連携、介護人材―
、ケノ′てネジメントの機能]蝋ヒ、看取りや認知

症への対応、ケアラー (家族介護者)への支援などの課題に的確に対応する。

○ また、高齢者の心身機能や生活機能の維持・向上のため、自立支援型介護、

予防型介護への重点化を図る。訪問看護、訪問リノヽビリテーションの拠点化

の推進により、訪問系と通所系サービスの相乗効果向上も重要である。

○ 介護報酬改定の改定率については、介護が必要な高齢者に対して良質な介

護サービスの必要量を提供するとともに、介護職員の処遇改善を介護報酬で

対応する場合には、処遇改善を確実に図る観点から、民主党マニフェス ト

2009において「介護労働者の賃金を月額 4万円引き上げる」と記載されて

いることを踏まえた適切な対応を政府に求める。

(2)n旧ヨ烈限市崚

(ア)介護納付金の総報酬割導入

○ 介護納付金の総報酬割は、「育旨力に応じた負担」という観点から、介護納

付金の負担をカロ入者の報酬に応じたものにする仕組みであるが、関係団体の

意見を聴取したところ、導入すべきという意見が多かった。政府においては、

こうした関係者の意見を踏まえ、適切な対応を行うべきである。

(イ)処遇改善交付金

○ 介護職員の処遇改善については、本年度限りで現行の交付金が終了するこ

ととなるが、その扱しЧこついては、関係団体の意見等を聴取したところ、現

行の交付金を継続すべきという意見があつた一方、持続可能性の観点等や事

業の安定レ ら介護報酬に組み込むべきという意見が多かつた。処遇改善に

ついては、介護報酬に組み込むことが望ましいが、処遇改善交付金による対

応も考えるべきである。

(ウ)¨ h禾明醍肇議晰 り方

o 給付の重点化・禾」用者の負担については、

担の在り方、一定以上所得のある方の剣凰

負担導入などが議論されている。

要支援者や軽度

ケアマネジメントや多床室への

9



○ 今後の介護保険制度については、納 の艘 性・イ憂指性、自立支援の観点、

負担の公平雌 どの観点に立ち、効率的 。重点的にサービスを提供する仕組

みとする必要があるが、‐律に負担を求めることは適当でなく、低所得者に

配慮したものとなるよう、1腫に検討すべきである。

5B予防接種・楽手・チーム医療

○ 本W丁には、報bll改定・提供体制 。E動郭稽鋼 J度の1調りヽこ、予防接種・

薬事・チーム医療といつた諸課題について検討を進めるため、小委員会を設

置しており、各小委員会の議論を踏まえた対応を行う。

以上、医療・介護分野においては、2012年度の調 願州・介護報酬同時改

定を足がかりに、順次、報Ellの体系的見直しを進める。また、サービス提供体

制と保険制度の向山の機能強化のための法案を、税制抜本改革とともに 2012

年以降速や力ヽ ご謝 するよう求める。

そのほかの課題についても、「2025年の医療・介護の姿」の実現に向けて、

着実に改革を進めていく。

10



医療・介護制度改革について



充実

○地域の実情に応じた医療・介護サービスの提供体制の効率化・重点化と
盤饉強化

社会保障・税一体改革成案

}__PJ銀は匙l薔毎)J

～診凛報酬・介護報酬の体系的見直しと基盤整備のための一括的な法整備～
病院・病床機能の分化・強化と連携   ・平均在院日数の減少等

工程表 (抄 )

C  工程 PI電盤整鰹萱釜塾

鯰颯蜃励霜int___三1lTTL
→

|014均在院 日数 :20H年 19～20日 程度
医療の改革、医師の偏在是正、地域間

=^―イ
“
¨ ^一一 ――― ―‐・・,一 ―   |-2025年 r馬度急′‖:理l:15～ 16日 程度

・診療科間の偏在の是正、予防対策の   |  ~~  二11を性
"l:強化等)

一 一 ― 一 ―
一 一 一

´
一 一

―
一

―       に ,病 床 数 :概 ね ■ ツ t水

'1

鏃 帥 る
1鰤置ぼ・

1領が論教

■撃型挿継伽
=]・

~地
域包括ケん ズテムあ構築専在宅薦 :~芥護亨房丁董着花亨房

~~~~~―――

強化・評価、訪問看護等の計画的整備等)

医療介護従J「者 :20H年 462万人
→ 2025年  704～ 739万人

(16倍程度)

要介護認定者数 :2025年 に現行
ベースより3t/Ofl度 減少

。2012年以降、診療
報酬・介護報酬の
体系的見直し

法案提出

2025年頃までに
医療・介護サービス
のあるべき姿を実現

0 4りじ円程度 1.3りじ円程度

二〇 1りЬ円穣  ■0 6り
`円

離

0 1兆円程度 1 2り
`円

程度

0 2兆円層刷度  0 4兆 円願

(上記の機能分化等が全て実現する場合の試算 )

～0. 6兆円  ～2. 3,6円  `
理 由      理 由

冒監 5瑠
刻 蹴

～°
¬

フJ6R離

(8′ 700億円程度 )

ベースより2倍増
_=般急性期の職員笠_12o変年二現征

ベースより6割程度増
在宅医療等 :20H年  17万人/日

薇 鷹聾)
～ 1.4兆 円程度



生 産塑 感 。1.)) B輸謂心
・
艦毎)

介護保険制度のセーフティネッ

工程

税制抜本改革ととも
に、2012年以降速
やかに法案提出

順次実施

E IttT」雀
費)

)

卜機能の

所要額 (公費 )

2015年
〇保険者機能の強化を通じた医療・
強化 。給付の重点化、繊澁性対策

a被用者保険の適用拡大と 口保の財政基盤の安定化・強化・広域化

・ 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大

→ 響な警
雇

暑翁惨勇ぎ

にまで拡大
|(=完全実施の場合▲1′ 600億円)

・ 市町村国保の財政運営の都道府県単位化
・財政基盤の強化

(低所得者保険料軽減の拡充等 (～ 2′ 200億円程度 ))
※ 財政影響は、適用拡大の範囲、国保対策の規模によつて変動

b介護保険の費用負担の能力に応じた負担の要素強化と低所得者への配慮、
保険給付の重点化 ・ 介護納付金の総報酬割導入
。 1号保険料の低所得者保険料軽減強化   (完全実施すれば▲1′ 600億円 )

(～ 1′300億円)            軽度者に対する機能訓練等重度化予防に
効果のある給付への重点化

※ 財政影響は、機能強化 と重点化の規模に より変rl

c高度 。長期医療への対応 (セーフティネツ ト機能の強化)と給付の重点化

～ 0 3りЬ円程度
…被用者保険の

適用拡大、

総報酬割と

併せて検討

・ 長期高額医療の高額療養費の見直し
(長期高額医療への対応、所得区分の

・ 受診時定額負担等 (高額療養費の見直し
lcよる負担軽減の規模に応 して実施 (病

見直しによる負担軽減等)による負担   院・診療所の役割分担を踏まえた外来受
軽減 (～ 1′300億円程度 ) 診の適正化も検討)。 例えば、初診・再

診時 100円 の場合、▲1′ 300億円)ただ

し、低所得者lc配慮。
※ 見直しの内容は,機能強化と重点化の規模により変動

dその他
・ 総合合算制度 (番号制度等の情報連携  ・ 後発医薬品の更なる使用促進、医薬品
基盤の導入が前提)          の患者負担の見直し (医薬品に対する

・ 低所得者対策・伊造性対策等の検討   患者負担を、市販医薬品の価格水準も
考慮して見直す )

。国保組合の国庫補助の見直し

・ 高齢者医療制度の見直し (高齢者医療制度改革会議のとりまとめ等
を踏まえ、高齢世代 。若年世代にとつて公平で納得のいく負担の仕
組み、支援金の総報酬割導入、自己負担割合の見直しなど)

|～
T'';評]種度

|

～0 1兆円程度
…受診時定額

負担等と
併せて検討

'こ

湿謁基)は革
'掛

罫雷L働)露飛ξ蠍率化言1£島内:普」凝晟誘        ～堪
『

弱   _
イト蕎 十

ιヽυ■つ十 ノ ta旱 の 略 によ り愛コ J  tZUlb年 り  (改 革の 内容 によ り変動 )              程 度

充実計   ～ 2.4兆 円程度   重点
鮨墓劃

率化
詠 二通ふム二

兆円程度           ～ 1.6兆 円弱 ～ 2.3兆 円の01月生ヽ 〔改菫め内容frtt n書●h、   r,ni ミ:「 」「 h密 軸 ヽ              碑 鵬
=      

理 由



医療・介護サービス保障の強化

|

どこに住んでいても、その人にとって適切
な医療・介護サービスが受けられる社会ヘ

・グループホーム
(16-37人 分)

y    退院したら
  霞; .T:學

鍔ヨ
]illil

<地域包括ケアシステム>
(人口 1万人の場合),:雷

雪

亜急性期・回復
期リノヽビリ病院

・地域の病院、拠点病院、
分担が進み、連携が強化。

| ・発症から入院、回復期、退院までスムーズ

こ1■ )≦ 三生lFi2早期の社会復帰が可能に

i口高度急性期への医療資源集中投入などの入院医療強化
|■在宅医療の充実、地域包括ケアシステムの構築

病気になつたら ヽ

(人員 16倍
～ 2倍 )

。在宅

|[優量量倉:雀[ス   ハ  脚二 書腫[言[ξ
簾雲稼IIて

透蓼)ヽ
｀

li偽膚曽砕膚1鰤―纂 _fII「
蝶

椰 暑瞥彎≧∋
生活支援・介護予防

バ́診療報酬・介護報酬の同時改定を実施※数字は、現状は2011年、日標は2025年のもの



医療 0介護サ…ビスの需要と供給 (必要ベッド数)の見込み

(注 1)医療については「万床Jはベッド数、「%」 は平均稼働率、「日」は平均在院日数、「人/月 」は月当たりの退院患者数。介護については、利用者数を表示。
(注 2)「地域一般病床」は、高度急性期の1/6と 一般急性期及び亜急性期等の1/4で構成し、新規入退院が若干減少し平均在院日数が若干長めとなるものと、仮定。

パターン 平成23年度
(2011)

平成37(2025)年度

現状投影シナ リオ 改革シナリオ

各ニーズの単純な病床換算 地域一般病床を創設

高度急性期

【一般病床】
107万床

75%程度
19～ 20日程度

:l躍1

【一般病床】
129万床

75%程度
19～ 20日 程度

度

度
度
度
度
度

程

程
程
程
程

程

日
日
８
日
日
日

‐

９．
３^

７

¨
‐９

※推計{

[fff″打]

【高度急性期】
22万床

70%程度
憂藍A「1115～ 16日程度

【高度急性期】
18万床

ifffiZビ fi15-i::ξ
:

度

度

程

腟

一般急性期

【一般急性期】
46万床

70%程度

|_■4望 _1  9日程度

【一般急性期】
35万床

70%程度

葛房寿百19日程度

［地
　
一　
黛

域

般

薩

24万床
77%程度
19～ 20日

程度

1 29万 人/月  :

亜急性期・

回復期リハ等

【亜急性期等】
35万床

憂万三1 器誓糧蜃

【亜急性期等】
26万床

fj″Å夏i::旨種層

長期療養 (慢性期)

23万床、91%程度
150日 程度

34万床、91%程度
150日 程度

28万床、91%程度
135日 程度

精神病床
35万床、90%程度

300日 程度

37万床、90%程度
300日 程度

27万床、90%程度
270日 程度

(入院小計 )

166万床、80%程度
30～ 31日程度

202万床、80%程度
30～ 31日程度

159万床、81%程度
24日 程度

159万床、81%程度
25日程度

介護施設
特養
老 1建 (老健+介護療養)

92万人分

48万人分
44万人分

161万人分
86万人分

75万 人分

131万人分
72万人分

59万人分

居住系
特定施設
グループホーム

31万人分

15万人分
16万 人分

52万人分

25万人分
27万 人分

61万人分

24万人分

37万人分

ここでは、地域一般病床は、概ね人口5～ 7万人未満の自治体に暮らす者 (今後21X10～ 3000万人程度で推移)100人 当たり1床程度の整備量を仮定。



医療提供体制の機能強化に向けた今後の取組

・ 国民が安心で良質な医療を受けることができるよう、病院口病床の機能分化・強化と集約化により、
入院から早期に地域に復帰できる体制を構築

・ 住み慣れた環境でできるだけ過ごせるよう、地域で適切な医療・介護サービスが受けられる体制を
確立

・ 医師確保や、医師の地域間、診療科間の偏在を解消するとともに、多職種協働によるチーム医療
を推進

・ 臨床研究を強化するなど医療イノベーションを推進することで、質の高い医療を提供

・ 診療設備の整備や手厚い人員配置がなされるべき急性期病床について、機能分化・強化と
集約化を図るための取組を促進

・ 多職種協働により地域の在宅医療を支援するための在宅医療連携拠点の創設

・ 医師確保、地域偏在の解消に責任を持つ都道府県の役割強化
0 日本の実情に即した医師と看護師等との協働・連携のあり方の検討

・ 医療の質の向上に資する国際水準の臨床研究中核病院の創設     他



平成 24年度診療報酬改定の基本方針 (案 )

重点課題 (案 ) (社会保障審議会医療保険部会・医療部会において議論中)

「社会保障・税一体改革成案」等を踏まえ、以下の課題について重点的に取り組むべき。

○ 救急、産科、小児、外科等の急性期医療を適切に提供していくという観点も踏まえた、病院勤務医等の負担の大き
な医療従事者の負担軽減

チーム医療の推進、救急外来や外来診療の機能分化の推1■      等

O医 療と介護の役割分担の明確化と地域における連携体制の強化の推進及び地域生活を支える在宅医療等の充実
に向けた取組

在宅医療 を担 う医療機関の役 ■llttllや 連携の推 1■ 、行取 りに至る よで ll医療の充実、41宅 歯千1、 約:宅 業剤管理の充実、
訪問看護の充実      等

― … … … …
―

… … … ― ― _…
… … … … … …

―
… ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― … … … ― ― ―

… … ― ― ― ― ― … ― ― ― ― ― ― ― ― ― ¨
… … …

―
… … … … … ― … … … …

¨ ¨ ― ― … ― ― _…
… … … … …

」

改定の視 点 1案

,● 充実が求められる分野を通切に評価していく視点
がん医療の充実、認知症対策の促進   等

● 患者等から見て分かりやすく納得でき、安心・安全で生活の質にも配慮した医療を実現する視点
退院支援の充実等の患者に対する相談支援体制の充実に対する適切な評価   等

● 医療機能の分化と連携等を通じて、質が高く効率的な医療を実現する視点
1    急性期、亜急性期等の病院機能にあわせた効率的な入院医療の評価 、慢性期入院医療の適正な評価

|● 効率化余地があると思われる領域を適正化する視点
_髪艶轡肇発昴2蠅 堡進策     等

将来に向けた課題 (案 )

来年度の改定のみならず、超高齢社会のあるべき医療の姿を見据えつつ、

等に取り組んでいく必要がある。
急性期、亜急性期、慢性期等の病院・病床機能の分化、強化
地域に密着した病床における入院医療等の一体的な対応、
外来診療の役割分担、在宅医療の充実



あるべき医療サービスを支えるための医療保険制度の機能強化
近年の社会経済情勢の変化に対応し、あるべき医療サービスを支えるため、医療保険制度の機能強化

を図る。

… ① 雇用基盤の変化  t_r_ ② 医療の高度化 __ ③ 少子高齢化の進行
=嗽_④

財政基盤の弱体化
ふ

O被 用者保険が適用され

互い被用者が増加

●正規労働者中心の雇用前提
等が変化し、非正規労働者
が増加するなど、就労形態
が多様化

●市町村国保の世帯主の職業
を見ると、被用者が約 3割
を占めている

O医 療の高度化で

負担が重い患者が増加

● がん、難病等の新薬登場で
高額薬剤が増加、高額薬剤
の長期服用で負担の重い
患者が増加

●現行の高額療養費は、
非課税世帯ではない
中低所得者の負担が重く、
また、近年この層の人数
が増カロ

する一方、支え手は減少

●高齢者医療費を支える
支援金は、加入者数に応じ
た負担が基本のため、財政
力の弱い協会けんぽや健保
組合の負担が重い

070～ 74歳の患者負担は、
法律上 2割負担とされて
いるが、毎年度、約2,000
億円の予算措置により1割
負担に凍結中

●無所得者・失業者・非正規
労働者等の低所得者や、
高齢者が多く加入すると
いつた構造的問題

●市町村の一般会計から
多額の法定外繰入れ

○ 中小企業が加入する
協会けんぼの財政悪化

●賃金の低下、毎年の保険料
率の引上げ

O高 齢者医療費は更に増加 10市 町村国保の財政悪化

き方にかかわりなく同じ

司卜非正規労働者についても健康保険に加入できるようにし、被用者保険の適用を拡大 ※年金と同時実施
②長期・高額な医療に対応するためのセーフティネット機能を強化
引〉増大する長期・高額な医療に対応するための高額療養費の見直しと、その規模に応じた受診時定額

負担等の併せた検討

③世代間・世代内の負担の公平化

● 高齢者医療について、高齢者医療制度改革会議のとりまとめ等を踏まえ、高齢世代・若年世代に
金の総報酬割導入、自己負担割合の見直しなど)

会けんぽの財政基盤の強化
7



高額療養費の改善と受診時定額負担の導入の検討

10年間で約 2

被保険者本人負担2割→3割
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卿
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一平はlo年 e ll年瞑  2年庫  B年は  t4年虔 190●   to4晨   21年康

給付費増は、保険料と公費による負担
(15年度以降、自己負担の大幅な見直しは行つていない)

現行の自己負担上限額(70歳未満)

高額療養費について
○ 高額療養費H度は、高額な医療費がかかった時に、
定率負担による高額な自己負担によって、家計が破綻

生

○ 高額療養費は、自己負担割合の引き上げや医療の
高度化等により、10年間で2倍程度に増加(平成11年
度 :約8200億円→平成21年度 :約 1兆8200億円)。

高額療養費の支給額

現行の高額療養費の課題

○ 医療が高度化する一方で、がんや難病など長期
にわたって負担が重い患者が生じている。

○ 特に、現在の制度では、70歳未満の一般所得者
の所得区分の年収の幅が大きい(年収約210万～
790万円)ため、中低所得者層の負担が重い。

O自 己負担上限額は月単位で設定されているた
め、自己負担上限額は超えないが、長期にわたっ
て負担が重い方の負担が軽減されない場合もあ
生

月単位の上限額

上位所得者
150,000円 +(医療費-500,000)xl%

く4月 日～ :83,400円 〉

一般所得者 ・
(年収約210万円lx)～ 約790万円)

(※

鷲ゴ樹警鴨
(給与所得者/夫婦子1人)の場合

単身(f3与所得者)の場合 約100万 円

80,lllll円 十 (医療費-267.000円 )X196
(4月 日～ :44,400円〉

は所得者
(住民税非課税)

35.400F]

く4月 日～ :24,600円〉




